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英語名：Glaucoma  

  

 
ここでご紹介している副作用は、必ず起こるものではありません。ただ、副作用は気づかずに

放置していると重くなり健康に影響を及ぼすことがあるので、早めに「気づいて」対処すること

が大切です。そこで、より安全な治療を行ううえでも、本マニュアルを参考に、患者さんご自

身、またはご家族に副作用の黄色信号として「副作用の初期症状」があることを知っていただ

き、気づいたら医師あるいは薬剤師に連絡してください。  

 

 

 

 医薬品による緑内障は、頻度は高くありませんが、総合感冒薬、 

抗アレルギー薬、副腎皮質ステロイドなど、何らかのお薬（点眼薬

および軟膏も含む）を使った後、次のような症状がみられた場合は、

放置せずに、ただちに医師・薬剤師に連絡してください。  
  

・ 急激に発症する場合：急激に「目の充血」、「目の痛み」、 

「目のかすみ」、「頭痛・吐き気」を生じる。 

遠視眼、中高年女性に発症しやすい。  

・ 慢性に進行する場合：初期には症状はあっても軽微だが、 

進行すると「視野の中に見えない部分がある」、「視野が狭くなる」

症状がみられる。両眼で見ていても気付きにくいので、 

片眼をつぶって確認する。 
  

 

 

Ａ．患者の皆様へ   
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１．緑内障とは？  
   

緑内障とは、眼球でとらえた像を脳に伝える視神経が障害され、

視野の中に見えない部分ができたり、視野が狭くなる病気です。散

瞳薬、睡眠薬、抗うつ薬、副腎皮質ステロイドなどでおこる場合が

あります。医薬品による緑内障は、医薬品の作用により眼球の中を

満たしている水（房水）の排出が障害され、眼球の内圧（眼圧）が

異常に高まることにより発症します。急激に発症するものと慢性に

進行するものがあります。放置すると重篤な視機能の障害を残すの

で、早めに対処することが大切です。  
   

  

２．早期発見と早期対応のポイント  
  

総合感冒薬、抗アレルギー薬などの医薬品を使った後、急激に

「目の充血」、「目の痛み」、「目のかすみ」、「頭痛・吐き気」が生じ

た場合は、放置せずにただちに医師・薬剤師に連絡してください。

これらの症状は、原因と考えられる医薬品の使用後、数時間以内か

ら 1 ヶ月以上経ってから現れることがあります。  

慢性のタイプは、初期には症状はあっても軽微なことが多いので、

特に副腎皮質ステロイドを使用している場合は定期的な眼科検査が

必要です。  
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※ 医薬品の販売名、添付文書の内容等を知りたい時は、このホームページに

リンクしている独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医療用医薬品 情

報検索」から確認することができます。 

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/ 

※ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として、医薬品

を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院治療が必要な程

度の疾病等の健康被害について、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金な

どの救済給付が行われる医薬品副作用被害救済制度があります。 

（お問い合わせ先） 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 

※ 電話：0120－149－931（フリーダイヤル）[月～金] 9 時～17 時（祝日・

年末年始を除く）  


